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○ 山梨大学附属図書館利用要項 
制定 平成２８年 ６月 ３日 

改正 令和 ６年 ４月 １日 
                      

（趣旨） 

第１条 この要項は、山梨大学附属図書館細則第６条の規定に基づき、山梨大学附属図書館

（以下「図書館」という。）及び医学分館（以下「分館」という。）の利用に関し必要な

事項を定める。 

 

（資料） 

第２条 図書館資料（以下「資料」という。）は、次のとおりとする。 

(1) 一般図書 

(2) 参考図書 

(3) 貴重図書 

(4) 逐次刊行物 

(5) 電子的資料 

(6) その他の資料 

 

（利用者） 

第３条 図書館及び分館を利用できる者（以下「利用者」という。）は、次のとおりとする。 

(1) 山梨大学（以下「本学」という。）の職員 

(2) 本学の学生 

(3) 図書館及び分館が所蔵する資料を利用する学外者 

(4) その他、図書館にあっては館長、分館にあっては分館長（以下「館長等」という。）

が認めた者 

 

（休館日） 

第４条 休館日は、次のとおりとする。 

(1) 「国民の祝日に関する法律」に規定する休日 

(2) 年末年始 

ただし、年度ごとに別に定める学年暦により授業を実施する日を除く。 

２ 前項の規定にかかわらず、館長等が必要と認めたときは、開館・休館又は、閉館するこ

とができる。 

 

（開館時間） 

第５条 開館時間は、館長等が別に定める。 

 

（入館手続） 

第６条 第３条第１号及び第２号に規定する利用者は、学生証、身分証明書等、その身分を

証明するものにより、入館するものとする。第３条第３号及び第４号に規定する利用者に

おいては、所定の手続きにより入館するものとする。 

 

（閲覧） 

第７条 利用者は、館内資料を自由に閲覧することができる。 

２ 利用者は、所定の場所で閲覧しなければならない。 

３ 利用者は、閲覧を終えた資料を所定の場所に戻さなければならない。 

 

（閲覧の制限） 

第８条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、利用者に対して閲覧を
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制限することがある。 

(1) 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（以下「情報公開法」という。）

第５条第１号から第３号までに掲げる個人情報に係るもの 

(2) 個人又は情報公開法第５条第２号に規定する法人等から、一定の期間は公にしないこ

とを条件に寄贈を受けた資料については、当該期間が経過するまでの間 

(3) 資料の利用により、破損もしくは汚損を生じるおそれがある場合、又は資料が現に教

育研究のため使用されている場合 

 

（館外貸出） 

第９条 利用者は、資料の貸出しを受けようとするときは、所定の手続をとらなければなら

ない。 

２ 貸出しを受けた資料（以下「貸出資料」という。）は、利用者がその保管の責任を負う

ものとし、他人に転貸してはならない。 

３ 資料の貸出利用者、貸出冊数、貸出期間及び館外貸出禁止資料については、館長等が別

に定める。 

 

（返却） 

第１０条 利用者は、貸出期間内に貸出資料を返却するものとする。 

２ 館長等は、必要と認めたときは、貸出期間内であっても貸出資料の返却を求めることが

できるものとする。 

３ 本学の職員又は学生が身分を失ったとき、及び休職又は休学するときは、貸出資料を直

ちに返却しなければならない。 

 

第１１条 館長等は、貸出期間を超過しても貸出資料を返却しない利用者には、早急に返却

するよう督促する。 

２ 貸出期間を超過した利用者には、新たな貸出しを停止する。 

 

（文献複写） 

第１２条 利用者は、教育・研究又は学習（以下「教育・研究等」という。）のため文献複

写を希望する場合は、著作権法に則り，本学が別に定めるものにより、複写を依頼するこ

とができる。 

 

（参考調査） 

第１３条 利用者は、教育・研究等の参考となる文献の情報提供及び調査を希望する場合は、

所定の手続きにより、調査を依頼することができる。 

 

（情報検索） 

第１４条 第３条第１号及び第２号に規定する利用者は、教育・研究等のため情報検索を必

要とする場合は、所定の手続きにより、検索を依頼することができる。 

 

（相互利用） 

第１５条 第３条第１号及び第２号に規定する利用者は、教育・研究等のため必要がある場

合は、所定の手続きにより、他の大学図書館等の利用（文献複写を含む。）について依頼

することができる。 

 

（機器及び施設の利用） 

第１６条 利用者は、教育・研究等のため必要がある場合は、所定の手続きにより、図書館

及び分館備付けの機器及び施設を利用することができる。 
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（弁償責任） 

第１７条 利用者は、資料及び施設・設備を紛失、汚損又は破損した場合は、直ちに館長等

に申し出るとともに弁償しなければならない。 

 

（要項等の遵守） 

第１８条 利用者は、この要項を遵守し、館長等の指示に従わなければならない。 

２ 館長等は、要項及び指示に違反した者に対して、図書館及び分館の利用を停止すること

ができる。 

 

（雑則） 

第１９条 資料を利用者の閲覧に供するため、資料の目録及びこの要項を常に閲覧室内に備

え付けておく。 

２ この要項に定めるもののほか、図書館及び分館の利用に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

１ この要項は、平成２８年６月３日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 
２ 山梨大学附属図書館利用規程（平成１６年４月１日制定）は，廃止する。 
 
   附 則 

この要項は、令和６年４月１日から施行する。 

      


